
株式会社　本間組　御中

依頼日　　　　　年　　　　　月　　　　　日

〒

〒

　電子記録債権一括ファクタリングサービスが利用できるまでは、手形で受取ります。

〒

　　　手形及び相殺分は領収書を発行し、右欄押印の領収書を使用いたします。

　各種手数料を差し引いて代金をお支払ください。

　記載事項に変更が生じた際は遅滞なく、改めて「代金支払依頼書」を提出いたします。
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電子記録一括ファクタリングサービス
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〒
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代 金 支 払 依 頼 書

登 録 区 分

会 社 情 報

取引先コード
※新規＝入力不要

共済契約者番号

住 所

フ リ ガ ナ

会 社 名

フ リ ガ ナ

代 表 者
役 職 ・ 氏 名

振 込 情 報

金融機関名 支 店 名

代表電話番
号

代表ＦＡＸ番
号

支払通知用ＦＡＸ番号

預 金 種 別 口 座 番 号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

でんさい情報

利用者番号

金融機関名 支 店 名

預 金 種 別 口 座 番 号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

指 定 許 可 機 能
でんさいネット利用

者
利用している 利用していない

手 形 情 報

手 形 名 義

手形送付住
所

注文書情報

注文書送付
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領収書情報

「新規」、「変更」どちらかを記

入してください。

でんさいネット

電子記録一括ファクタリングサービス

建設業退職金共済制度に加入している

場合のみ記入願います。

いずれかにチェックを入れてください。

でんさいネット利用の場合は、「手形情報」記載不要です。

電子記録一括ファクタリングサービス利用の場合は、「でんさい情報」記載不要です。

でんさいネットご利用の場合は、必ず≪記入例≫2頁目の「指定許可機能について」をご確認ください。

「新規」のお取引先様は弊社

にて記入いたします。

【お問い合わせ先】
株式会社 本間組
経理部 経理課
ＴＥＬ：025-229-8250
ＦＡＸ：025-222-4511

「でんさいネット」または「電子記録債権一括ファクタリングサービス」

どちらかの方法で受取るか選択してください。

指定許可機能を「利用している」、
「利用していない」どちらかに「○」
をつけてください。

会社情報記載の住所と、注文書送付先の住所が異なる場合

は、

「注文書送付住所」に記入してください。

必ず領収印の押印

をお願いします。

電子記録債権一括ファクタリングサービスの登録に時間を要する場合があるため、

利用できるまでは手形でお支払いします。

登録完了次第、電子記録債権一括ファクタリングサービスでのお支払いに切替わります。



　１．指定許可機能とは

　　でんさいサービスの申し込みに際し、取引先を登録し、登録した取引先（指定許可先）以外の利用者からの

　　記録請求を受け付けないこととする機能です。この機能により、登録した取引先以外の利用者からの記録請

　　求を防止することができます。

　２．ご確認いただきたいポイント

　　　「指定許可」は、でんさいサービス申し込みの際に付加する機能です。

　　貴社の「でんさいサービス申込書」のどの項目にチェックがついているかご確認ください。

　　＜参考図＞は第四銀行「だいしでんさいサービス利用申込書兼預金口座振替依頼書」より抜粋しております

　　が、申し込み用紙は各金融機関により異なります。

でんさいネット利用者番号

銀行名（コード）

支店名（コード）

預金種別

口座番号

　３．指定許可機能利用に関する注意事項

　　　指定許可機能は、意図しない記録請求を拒否する（防ぐ）機能ですが、必要な取引先の登録を忘れてし

まった場合、弊社からのお支払に支障をきたす恐れがあります。

指定許可機能について

第四北越銀行（０１４０） 三井住友銀行（０００９）

本店営業部（２００） 新潟支店（００７）

登録情報① 登録情報②

０００００ＴＹ０７

当座預金

０１１９５９３ ５１００８５０

代金支払依頼書の「指定許可機能」欄

の「利用している」に「○」をつけてくださ

い

＜参考図Ａ＞

指定許可登録利用の「利用する」

－「発生記録（債務者請求利用）」

にチェックをされたお取引先様

＜参考図Ｂ＞

指定許可登録利用の「利用しない」

にチェックをされたお取引先様

代金支払依頼書の「指定許可機能」欄の－

「利用していない」に「○」をつけてください

以降貴社によるお手続きは不要です弊社を貴社の「指定許可先」として登録
していただく必要があります
次の「登録情報①～③」すべてについて
登録をお願いいたします


